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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年２月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年８月２６日 １９時４５分ごろ 

発生場所 広島県呉市三角
み か ど

島長崎鼻西方沖 

豊
とよ

島港小野浦防波堤灯台から真方位０１６°１,３８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１１.２′ 東経１３２°４８.３′） 

事故の概要 液体化学薬品ばら積船紀元
き げ ん

丸は、航行中、浅所に乗り揚げた。 

紀元丸は、船首船底部外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年８月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

液体化学薬品ばら積船 紀元丸、１９８トン 

 １４３２２４、有限会社四阪海運（船舶所有者）、青野海運株式会

社（運航者、Ａ社） 

 ４４.００ｍ×８.２０ｍ×３.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、５９０kＷ、平成３０年３月１７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

四級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成１４年３月２８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２９年２月６日 

免状有効期間満了日 令和４年３月２７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部外板に凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風速 約２.３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約１９５cm（呉） 

日没時刻：１８時４２分ごろ、常用薄明終了時刻：１９時０８分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、空船で、令和２年８月２６日１

０時００分ごろ広島県大崎上島
かみじま

町契
ちぎり

島に向け、山口県山陽小野田市

小野田港を出港した。 

本船は、コースアップとしたＧＰＳプロッター及びＧＰＳ情報が重

畳表示されるレーダーを２海里レンジとしてそれぞれ起動し、船長が

操舵スタンドの前に立って単独で操船に当たり、約９ノットの対地速
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力で、手動操舵により呉市の豊
とよ

島と大崎下
しも

島間の水路を北東進してい

た。 

船長は、１９時４１分ごろ大崎下島立花西方沖の変針点に至った

頃、本船の船首方を左方に向けて操業しながら航行する漁船（以下

「漁船Ａ」という。）を認め、漁船Ａの船尾方を通過しようと思い、

ふだんよりも長崎鼻に近づく針路に向けて左舵を取った。 

本船は、長崎鼻西方沖の浅所（以下「本件浅所」という。）に向く

針路となり、三角島南西方沖を同じ針路及び速力で航行を続け、１９

時４５分ごろ本件浅所に乗り揚げた。 

船長は、主機を中立運転とし、機関長と共に浸水の有無の確認等を

行った後、携帯電話でＡ社に本事故発生の連絡を行うとともに海上保

安庁に同旨の通報を行った。 

本船は、２７日０３時１５分ごろＡ社が手配したタグボートによっ

て引き出された後、ダイバーにより損傷箇所の調査が行われ、航行に

支障がないと判断され、愛媛県新居浜市新居浜港に向けて航行を再開

した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約１.４ｍ、船尾約２.８ｍであった。 

船長は、本件浅所の存在を知っており、漁船Ａが本船の船首方を通

過した後、左転して本件浅所を避けて航行しようと思っていた。 

船長は、漁船Ａの速力が遅いと感じながら、漁船Ａの動静を確認す

ることに意識が向いていて、その間、ＧＰＳプロッター及びレーダー

を見ていなかった。 

船長は、漁船Ａの速力が遅いと感じた際、本件浅所から安全な距離

を保って通過できるよう、本船の速力を減じ、又は停止すれば良かっ

たと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、三角島南西方沖を航行中、船長が、本船の船首方を左方に

向けて操業しながら航行する漁船Ａを認め、漁船Ａの船尾方を通過し

ようと思い、ふだんよりも長崎鼻に近づく針路に向け、本件浅所に向

首したまま航行を続けたことから、本件浅所に乗り揚げたものと考え

られる。 

船長は、漁船Ａが本船の船首方を通過した後、左転して本件浅所を

避けて航行しようと思っていたものの、漁船Ａの動静を確認すること

に意識が向いていたことから、本件浅所に向首したまま航行を続けた

ものと考えられる。 

船長が、漁船Ａの速力が遅いと感じた際、本件浅所から安全な距離
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を保って通過できるよう、本船の速力を減じ、又は停止しなかったこ

とは本事故の発生に関与したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が三角島南西方沖を航行中、船長が、本船の

船首方を左方に向けて操業しながら航行する漁船Ａを認め、漁船Ａの

船尾方を通過しようと思い、ふだんよりも長崎鼻に近づく針路に向

け、本件浅所に向首したまま航行を続けたため、本件浅所に乗り揚げ

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、動静監視にのみ意識を向けず、ＧＰＳプロッター

及びレーダーを活用して船位の確認を行いながら航行すること。 

・船橋当直者は、浅所のある狭い水道を航行中、視認した漁船等に

意識を向け過ぎず、浅所から安全な距離を保って通過できるよ

う、速力を減じ、又は停止すること。 

 

 



 

 

      付図１ 事故発生経過概略図 
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大崎下島 

広島県 

豊島 大崎下島 

事故発生場所 

（令和２年８月２６日 

 １９時４５分ごろ発生） 

愛媛県 

豊 島 

 
豊島港小野浦防波堤灯台 

長崎鼻 

呉市 

三角島 

本
船 

立花 

大崎上島 
三角島 

契島 


